
○雲仙市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例施行規則 

平成１８年２月１日 

規則第７号 

改正 平成２８年３月２２日規則第８号 

（趣旨） 

第１条 この規則は、雲仙市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例（平成

１７年雲仙市条例第５６号。以下「条例」という。）の施行に関し必要な事項を定める

ものとする。 

（募集の方法） 

第２条 市長又は雲仙市教育委員会（以下「市長等」という。）は、条例第２条に規定す

る指定管理者の公募においては、雲仙市役所の掲示場に掲示又は広報紙等への掲載等、

適切な方法により行うものとする。 

（申請の書類） 

第３条 条例第３条の規定による指定管理者の指定の申請は、指定管理者指定申請書（様

式第１号）によるものとする。 

（選定委員会の設置） 

第４条 市長は、条例第４条の規定による指定管理者の候補者の選定を厳正かつ公平に行

うため、指定管理者選定委員会を設置する。 

２ 前項に規定する指定管理者選定委員会の設置に関し必要な事項は、市長が別に定め

る。 

（選定結果の通知） 

第５条 市長等は、条例第４条又は第５条第１項の規定による指定管理者の候補者の選定

を行ったときは、第３条に規定する指定申請書を提出したすべての者に対し、公の施設

指定管理者候補者選定結果通知書（様式第２号）により、その結果を通知するものとす

る。 

（指定書の交付） 

第６条 市長等は、条例第６条第１項の規定により指定管理者の候補者を指定管理者に指

定したときは、当該指定管理者に対し、公の施設指定管理者指定書（様式第３号）を交

付するものとする。 

（協定） 

第７条 市長等は、指定管理者の指定を受けた者と当該指定に係る公の施設の管理につい

て、条例第７条第２項第１号に規定する指定の期間における基本的事項に関し基本協定

を、当該期間における各年度に係る具体的事項に関し年度協定を締結しなければならな

い。 

（指定の取消し等） 

第８条 市長等は、条例第９条第１項の規定により指定を取り消し、又は管理の業務の停

止を命ずるときは、指定の取消しについては公の施設指定管理者指定取消通知書（様式

第４号）により、管理の業務の停止の命令については公の施設指定管理者業務停止命令

書（様式第５号）により、当該指定の取消し又は管理の業務の停止の命令に係る指定管

理者に通知するものとする。 



２ 指定管理者は、第１項の規定による指定の取消しの通知を受けたときは、当該通知を

受けた日から起算して６０日以内に、条例第１０条に規定する事業報告書を市長等に提

出しなければならない。 

（事業報告書） 

第９条 条例第１０条に規定する事業報告書は、指定管理者事業報告書（様式第６号）に

よるものとする。 

（委任） 

第１０条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。 

附 則 

この規則は、公布の日から施行する。 

附 則（平成２８年３月２２日規則第８号） 

この規則は、平成２８年４月１日から施行する。 



 



 



 



 



 



 



様式第１号（第３条関係） 

様式第２号（第５条関係） 

様式第３号（第６条関係） 

様式第４号（第８条関係） 

様式第５号（第８条関係） 

様式第６号（第９条関係） 

 


